
次にあげるミックスペーパーの出し方のうち、正しいものはどれでしょうか。
①透明または半透明のポリ袋に入れる。　　②カレンダーで包む　　③新聞紙で包む。　（答えは２ページ下）

4

【問３】

【問２】の答え ③１５％…

編集・発行
〒210-0857（住所はなくても届きます）
川崎市環境局減量推進課普及広報係
電話：044（200）2580　FAX：044（200）3923
電子メール：30genryo@city.kawasaki.jp

仕事柄、どこへ出掛けても、ついついポイ捨てされたご
みの量を確認し、少ない場所ではどんな取り組みをしてい
るのだろうと考えてしまう。川崎をポイ捨てのないきれい
なまちにしたいなぁ。（Ｋ）

編集後記

ポイ捨てをしない、させないまちづくり
～みんなの力できれいなまちに～

川崎市では平成７年７月１日に「飲料容器等の散乱防止に関する条例（通称：ポイ捨て禁止条例）」を施行し、
市内全域でポイ捨てを禁止するとともに、主要駅周辺等の人通りが多く、特に散乱を防止する必要がある区域を
散乱防止重点区域に指定しています。この重点区域は「路上喫煙の防止に関する条例」においても路上喫煙防止
の重点区域に指定されています。
きれいで安全なまちをつくるため、一人ひとりが「ポイ捨てをしない」、「路上喫煙をしない」ことが
重要ですので、ご理解・ご協力をお願いします。

皆さんのご協力により、レベル３の対応に至らずに済みました。ご御協力ありがとうござい
ました。引き続き節電対策の取り組みへのご協力をお願いします。

アゼリア広報コーナー

５月　ごみゼロ・ポイ捨て禁止及び路上喫煙等防止等
啓発キャンペーン　川崎駅の様子

９月　ポイ捨て禁止及び路上喫煙防止啓発キャンペーン
新百合ヶ丘駅の様子

のぼり旗

河川情報表示板 吸い殻等の散乱状況


